
安城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規則で定める事務

及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年１月３０日 

 

安城市長 三 星 元 人 

 

安城市規則第２号 

 

安城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規則で 

定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則 

 

安城市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規則で定める事務

及び情報を定める規則（平成２７年安城市規則第４３号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中第１０項を第１１項とし、第９項を第１０項とし、第８項の次に次の１

項を加える。 

９ 条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、条例第４条第３項に規定する住

登外者宛名情報（以下「住登外者宛名情報」という。）の登録、変更、削除等に

関する事務（以下「住登外者宛名情報管理事務」という。）とする。 

第２条第１項第１号に次のように加える。 

ウ 当該請求を行う者又は当該請求者と同一の世帯に属する者に係る住登外者

宛名情報 

第２条第１項第２号に次のように加える。 

ウ 当該届出を行う者又は当該届出者と同一の世帯に属する者に係る住登外者

宛名情報 

第２条第２項第１号に次のように加える。 

サ 当該申請を行う者、当該者を現に扶養している者、当該者に現に扶養され

ている者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は関係配偶者に係る

住登外者宛名情報 

第２条第２項第２号中「当該支払に係る受給者に係る国民健康保険法（昭和３３

年法律第１９２号）による保険給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同



号に次のように加える。 

ア 当該支払に係る受給者に係る国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号

）による保険給付の支給に関する情報 

イ 当該支払に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第２項第３号中「当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付

の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情

報 

イ 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第２項第４号中「当該返還に係る受給者に係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該返還に係る受給者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該返還に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第２項第５号に次のように加える。 

サ 当該届出を行う者、当該者を現に扶養している者、当該者に現に扶養され

ている者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は関係配偶者に係る

住登外者宛名情報 

第２条第３項第１号に次のように加える。 

シ 当該申請を行う者、当該者に現に扶養されている者若しくはこれらの者と

同一の世帯に属する者又は当該者の配偶者に係る住登外者宛名情報 

第２条第３項第２号中「当該支払に係る受給者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）による後期高齢者医療給付の支給に関する」を

「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該支払に係る受給者に係る高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７

年法律第８０号）による後期高齢者医療給付の支給に関する情報 

イ 当該支払に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第３項第３号中「当該返還等に係る受給者に係る高齢者の医療の確保に関

する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同

号に次のように加える。 

ア 当該返還等に係る受給者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後

期高齢者医療給付の支給に関する情報 



イ 当該返還等に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第３項第４号に次のように加える。 

シ 当該届出を行う者、当該者に現に扶養されている者若しくはこれらの者と

同一の世帯に属する者又は当該者の配偶者に係る住登外者宛名情報 

第２条第３項第５号中「当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法

律による後期高齢者医療給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次

のように加える。 

ア 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢

者医療給付の支給に関する情報 

イ 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第４項に次の１号を加える。 

（３）当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第５項第１号に次のように加える。 

エ 当該請求を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は当該額の認

定の請求を行う者若しくは当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住登外

者宛名情報 

第２条第５項第２号中「当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務

者に係る県民税又は市民税に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように

加える。 

ア 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税又

は市民税に関する情報 

イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住登外者

宛名情報 

第２条第６項第１号に次のように加える。 

ケ 当該申請を行う者、当該申請に係る子ども若しくはこれらの者を現に扶養

している者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は関係配偶者に係

る住登外者宛名情報 

第２条第６項第２号中「当該支払に係る子どもに係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該支払に係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該支払に係る子どもに係る住登外者宛名情報 



第２条第６項第３号中「当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該申請に係る子どもに係る住登外者宛名情報 

第２条第６項第４号中「当該返還に係る子どもに係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該返還に係る子どもに係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該返還に係る子どもに係る住登外者宛名情報 

第２条第６項第５号に次のように加える。 

ケ 当該返還をする者、当該返還に係る子ども若しくはこれらの者を現に扶養

している者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は関係配偶者に係

る住登外者宛名情報 

第２条第７項第１号に次のように加える。 

ケ 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第７項第２号中「当該支払に係る受給者に係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該支払に係る受給者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該支払に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第７項第３号中「当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付

の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情

報 

イ 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第７項第４号中「当該返還に係る受給者に係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該返還に係る受給者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該返還に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第７項第５号に次のように加える。 



ケ 当該届出を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第８項第１号に次のように加える。 

シ 当該申請を行う者、当該者を現に扶養している者、当該者に現に扶養され

ている者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は関係配偶者に係る

住登外者宛名情報 

第２条第８項第２号中「当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付

の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情

報 

イ 当該申請を行う者に係る住登外者宛名情報 

第２条第８項第３号中「当該支払に係る受給者に係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該支払に係る受給者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該支払に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第８項第４号中「当該返還に係る受給者に係る国民健康保険法による保険

給付の支給に関する」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該返還に係る受給者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関す

る情報 

イ 当該返還に係る受給者に係る住登外者宛名情報 

第２条第８項第５号に次のように加える。 

シ 当該届出を行う者、当該者を現に扶養している者、当該者に現に扶養され

ている者若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は関係配偶者に係る

住登外者宛名情報 

第２条に次の１項を加える。 

９ 条例別表第２の９の項の規則で定める事務は、住登外者宛名情報管理事務及び

次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報はこれらの事務に係る住登外者宛

名情報とする。 

（１）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表の主務省令で定める事務を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第５号

）第８条各号、第１０条第１号及び第２号並びに第４号から第７号まで、第１

１条各号、第１２条各号、第１４条第２号から第８号まで、第１５条各号、第



１６条、第１８条各号、第２４条各号、第２４条の２各号、第２４条の５、第

２５条各号、第２８条各号、第２９条各号、第３２条各号、第３４条各号、第

３５条各号、第３６条各号、第３７条各号、第３８条各号、第４０条第１号か

ら第１１号まで及び第１４号、第４４条各号、第４６条各号、第４８条各号、

第５０条各号、第５４条、第６０条各号、第６７条の２、第６８条各号、第６

８条の２各号並びに第７４条に掲げる事務 

（２）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

９条第１項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令（令和６

年デジタル庁・総務省令第８号）本則の表１の項に掲げる事務 

（３）前各項に掲げる事務 

第３条第１項第１号中「まで」の次に「及び第７号」を加え、同項に次の１号を

加える。 

（７）保護者等又は当該申請に係る児童等に係る住登外者宛名情報 

第３条第２項第１号中「次号」の次に「及び第３号」を加え、同項に次の１号を

加える。 

（３）保護者等に係る住登外者宛名情報 

附 則 

この規則は、令和８年２月１日から施行する。 

 


